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○

令
第

号

資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
商
品
投
資
に

係
る
事
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
商
品
投
資
契
約
に
基
づ

い
て
出
資
さ
れ
た
財
産
の
分
別
管
理
に
関
す
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年

月

日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

経
済
産
業
大
臣

赤
澤

亮
正

商
品
投
資
契
約
に
基
づ
い
て
出
資
さ
れ
た
財
産
の
分
別
管
理
に
関
す
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

商
品
投
資
契
約
に
基
づ
い
て
出
資
さ
れ
た
財
産
の
分
別
管
理
に
関
す
る
命
令
（
平
成
十
九
年

令
第
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線

を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

内

閣

府

経
済
産
業
省

内

閣

府

経
済
産
業
省
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改

正

後

改

正

前

商
品
投
資
に
係
る
事
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る

商
品
投
資
契
約
に
基
づ
い
て
出
資
さ
れ
た
財
産
を
管
理
す
る
者
は
、
当
該
財

産
を
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

［
略
］

二

当
該
財
産
を
自
己
の
そ
の
他
の
財
産
と
区
分
し
て
経
理
し
、
か
つ
、
運

用
す
る
た
め
に
預
託
す
る
場
合
を
除
き
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
適
切

に
管
理
を
行
う
こ
と
。

［
イ
～
ニ

略
］

ホ

電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
等
（
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
第
二
条

第
十
二
項
に
規
定
す
る
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
（
同
法
第
六
十
二

条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
と
み

な
さ
れ
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
発
行
者
を
含
む
。
）
又
は
同
法
第

二
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
外
国
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
を
い
う

。
）
へ
の
管
理
の
委
託
（
他
人
の
た
め
に
電
子
決
済
手
段
（
同
条
第
五

項
に
規
定
す
る
電
子
決
済
手
段
を
い
う
。
）
の
管
理
を
信
託
業
法
（
平

成
十
六
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
又
は
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営

等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
信
託
業
（
信
託
業
法
第
二
条
第
一

項
に
規
定
す
る
信
託
業
を
い
う
。
）
と
し
て
行
う
信
託
会
社
等
（
資
金

決
済
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
十
九
項
に
規
定
す
る
信
託
会
社
等
を

い
う
。
）
へ
の
当
該
管
理
の
委
託
を
含
み
、
当
該
財
産
で
あ
る
こ
と
が

［
同
上
］

一

［
同
上
］

二

［
同
上
］

［
イ
～
ニ

同
上
］

ホ

電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
等
（
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
第
二
条

第
十
二
項
に
規
定
す
る
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
（
同
法
第
六
十
二

条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
と
み

な
さ
れ
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
発
行
者
を
含
む
。
）
又
は
同
法
第

二
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
外
国
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
を
い
う

。
）
へ
の
管
理
の
委
託
（
他
人
の
た
め
に
電
子
決
済
手
段
（
同
条
第
五

項
に
規
定
す
る
電
子
決
済
手
段
を
い
う
。
）
の
管
理
を
信
託
業
法
（
平

成
十
六
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
又
は
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営

等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
信
託
業
（
信
託
業
法
第
二
条
第
一

項
に
規
定
す
る
信
託
業
を
い
う
。
）
と
し
て
行
う
信
託
会
社
等
（
資
金

決
済
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
十
六
項
に
規
定
す
る
信
託
会
社
等
を

い
う
。
）
へ
の
当
該
管
理
の
委
託
を
含
み
、
当
該
財
産
で
あ
る
こ
と
が
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そ
の
名
義
に
よ
り
明
ら
か
な
も
の
に
限
る
。
）

そ
の
名
義
に
よ
り
明
ら
か
な
も
の
に
限
る
。
）

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

こ
の
命
令
は
、
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
八
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る

。


